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ニーズに対する支援の提供が求められる。ま
た障害者権利条約第19条（a）では「障害者
が，他の者との平等を基礎として，居住地を
選択し，及びどこで誰と生活するかを選択す
る機会を有すること並びに特定の生活施設で
生活する義務を負わないこと。」と明記され 1），
居住地域，住まいの形態，同居者などに関し
て障害者自身が選択していくことが示されて
いる。したがって社会権規約委員会が示す「適
切な住居」は，ある特定の地域や形態の住居
に限定されるものではなく，一人ひとりの障
害者の住まい方，ひいては生活の仕方に合わ
せて選択できる体制を整備する必要がある。
「障害者の居住の場」と言ってもさまざま
であるが，本研究は知的障害者の居住の場に
注目する。その理由の 1つは，わが国で最初
に国の制度として開始されたグループホーム
は「精神薄弱者地域生活援助事業」（1989年）
で，知的障害者を対象にしたものであったこ
とがある。もう 1つは，グループホームの整
備が進められてきた中で，「事実上，知的障
害者の居住場所の選択は『親と同居』『施設
入所』『グループホーム入居』のいずれかに
限定されている」（堀内浩美2013： 2 ）こと
にある。

知的障害者のグループホームの意義と課題
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Ⅰ．研究の背景
1．障害者の居住の場
わが国の障害福祉施策の展開において障害
者の居住の場の確保・整備は，入所施設の拡
充路線から在宅福祉の充実，入所施設から地
域の住まいへの移行と転換が図られながら，
グループホーム（共同生活援助）の整備・拡
充が進められてきた。
居住の場は日本国憲法第25条で示される

「健康で文化的な最低限度の生活」を営む上
で重要な基盤である。岡部真智子は国連の社
会権規約（経済的，社会的及び文化的権利に
関する国際規約）（1966年採択，1976年発効）
の第11条 4 号「居住の権利」についての詳細
説明である，「一般的意見 4号」（国連の社会
権規約委員会が1991年に発表）における「適
切な住居」の定義を踏まえ，その意味すると
ころは他者から排除されない（立ち退きを求
められない），経済的に適切な負担で住める，
広さや温度等が健康に害を与えない，不利な
状況にある人にとって利用可能であるなど，
健康で安心して生活を送るための環境が整う
住居であるという（岡部2023：15）。
障害者の居住の場もこれらの要素を満たし
た場である必要があり，一人ひとりの個別の
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また在原理恵は，グループホームがさまざ
まな対応力を求められるがゆえに職員配置を
厚くしようとし，その結果，定員規模の拡大
につながることもあることを指摘する（在原
2022：123）。そして，グループホームが「家」
としての居住支援の機能を重装備していくこ
とで本質的価値を見失う危険性がないか，慎
重な検討が必要であるという（在原2022：
123）。これらの指摘も踏まえ，今後，障害者
の居住の場の確保・整備を進めていく上で知
的障害者の居住の場，特にグループホームで
暮らすことについて一層議論を重ねる必要が
ある。

2 ．共同生活の場としてのグループホーム
現行のグループホーム（共同生活援助）は，
障害者自立支援法（2005年）においてケア
ホーム（共同生活介護）とともに整備された。
2014年にケアホームがグループホームに一元
化され，介護サービス包括型と外部サービス
利用型の分類が作られた。また一人暮らしへ
の移行支援としてサテライト型住居も創設さ
れた。さらに2018年には障害の重度化・障害
者の高齢化に対応するために日中サービス支
援型の類型が創設され，現在は 3つの類型が
ある。共同生活住居ごとに 1つのユニットが
必要で，ユニットの入居定員は 2人以上10人
以下とされ，個室を原則としている。2022年
10月 1 日現在の事業所数は12,281か所（前年
は11,056か所，増減率11.1％）と，その数を
増やしてきている（厚生労働省2023： 5 ）。
また近年の社会保障審議会障害者部会にお
ける障害者の居住支援に関する議論では，グ
ループホームにおける重度障害者の受入体制
の整備や，一人暮らし等の希望に対する支援
の充実のための新たなグループホームのサー
ビス類型の検討が提案されている（厚生労働
省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

2022）。現在のグループホームは複数のサー
ビス類型のもと，地域生活への移行の促進，
親元からの自立・親なき後への対応，一人暮
らし等への移行支援など，多様な側面を持っ
た居住の場として位置づいているのである。
そしてグループホームの大きな特徴の 1つ
は，共同生活の場でもあることである。在原
は「障害のある人が複数人で住居の一部を共
有し，その住居に付随する支援者から支援を
受ける生活形態であり，居住支援が受けられ
るプライベートな空間でありつつ，他の入居
者と共有する部分もある」ことが，多様さを
増した現代の障害者グループホーム像の共通
項として定義できるだろうという（在原
2022：128）。サテライト型が創設されたこと
で，必ずしもグループホーム入居者全員が他
者と共同生活をしているわけではなく，また
アパートを活用したグループホームなど一人
ひとりの居室（居住空間）の独立性がより高
いタイプもあるが，やはり基本は共同生活で
ある。
宮本秀樹は，グループホームとアパートに
は，居住者同士の関係性という点での決定的
な違いがあると指摘する（宮本2018：26）。
またPwCコンサルティング合同会社がグルー
プホーム入居者に対して実施した調査では，
「グループホームの仲間がいるのでさみしく
ない」（45.5％）ことがグループホームでの
生活の良い点の上位にある一方で，「周りの
人がうるさいときがある」（34.1％）が嫌だ
と思うことの最多である（PwCコンサルティ
ング合同会社2022：53）。共同生活であるこ
とは，入居者である障害者にとって生活の質
の向上につながる面もあれば，逆にそこでの
生活を困難にする要因になりうることもある。
この点は，知的障害者のグループホームでの
生活を疎外する要因の 1つに入居者同士の人
間関係の悪化がある（松永千惠子2015：60）
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ことや，グループホームに入居する障害者の
退去の一因に集団生活への不適応がある（古
屋和彦・志賀利一・信原和典ら2018：82-83）2 ）

ことも指摘されている。
したがってグループホームという居住の場
での生活支援は，共同生活を支えるという視
点が求められてくる。中尾寛子・杉崎千洋・
加川充浩（2007）も，知的障害者のグループ
ホームの世話人が入居者同士の人間関係づく
りや紛争解決の必要性を認識していることを
明らかにしている。グループホームは入所施
設に対して，地域の中で家庭的な雰囲気で共
同生活を営む場とされるが，入居する障害者
たちが共同生活の相手をお互いに選べるわけ
ではない。そもそも障害の有無にかかわらず，
他者との共同生活を苦手とすることや，何ら
かのストレスや不満等を抱えることはごく自
然に生じる。特に知的障害者はコミュニケー
ションや意思疎通に困難を抱えやすく，強い
こだわり行動への配慮・対応を必要とするこ
とも少なくない。共同生活を前提としたグ
ループホームでの生活では，他者とのコミュ
ニケーションやお互いの生活を尊重するため
のきめ細やかな配慮や支援が必要である。

Ⅱ．研究目的および研究方法
本研究は知的障害者の障害特性を踏まえて，

「共同で暮らす」ことに着目しながら，知的
障害者の地域における居住の場であるグルー
プホームの意義と課題を明らかにする。具体
的にはグループホーム職員の視点から，とも
に暮らす人がいることが知的障害者にとって
どのような肯定的影響あるいは生活上の困難
につながっているかを検討する。そして一人
ひとりの障害程度や特性，年齢や入居の背景
等も異なる中で，知的障害者が共同で暮らす
ことを支えるための工夫や運営のあり方，支
援上の困難を明らかにする。

研究方法として，A市内で知的障害者を対
象に運営されているグループホームに対し，
郵送による自記式・無記名のアンケート調査
を実施した（調査期間：2024年 3 月 1 日～ 3
月22日）。調査対象の選定にあたってはA市
が運営する障害福祉情報提供サイトの障害福
祉サービス事業所検索機能を用いた。当サイ
トで介護サービス包括型，外部サービス利用
型，日中サービス支援型の全ての類型を対象
として検索された共同生活援助事業所のうち，
主たる対象者に「知的」を含む事業所（2024
年 2 月20日検索時点で310か所）にアンケー
ト用紙を配布した。
調査項目は大きく， 0．回答者について，
Ⅰ．事業所について（運営主体，開設年，定
員，入居者数，職員配置状況，ホーム数およ
び類型など），Ⅱ．入居者について（年齢，
障害者手帳の所持状況，障害支援区分，居住
期間など），Ⅲ．共同生活を営む上での取り
組みについて（事業所として定めているルー
ルや取り決め），Ⅳ．入居者の生活について
（基本的な過ごし方，共同生活により身につ
いた・伸びたと思われる力，共同生活におけ
る生活の質の向上，入居者間のトラブル），Ⅴ．
知的障害のある人のグループホームでの生活
の支援について（円滑な人間関係のための工
夫，支援上の困難），Ⅵ．知的障害のある人
がグループホームで暮らすことについて（共
同生活において重要なこと，自由記述）とし
た。なお項目Ⅰ．事業所については，一般社
団法人日本グループホーム学会調査研究会
（2019），公益財団法人日本知的障害者福祉協
会（2021），PwCコンサルティング合同会社
（2022）の調査項目を参考にして作成した。

Ⅲ．倫理的配慮
アンケート用紙の配布の際に，調査目的や
調査方法，回答は任意であり回答しなくても
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不利益にならないこと，研究への参加と同意
の撤回，回収したデータの取り扱いと結果の
公表，匿名化などのプライバシー保護等につ
いて記載した依頼状および説明書を同封し，
研究への参加に同意する場合は返信用封筒に
て回答結果を返送してもらうようにした。
なお本研究は，金城学院大学人を対象とす
る研究に関する倫理審査委員会の承認を得て
実施した。

Ⅳ．研究結果と考察
1．回答事業所の概要

A市内の310か所の共同生活援助事業所に
アンケート用紙を配布し，68か所から返送が
あった。そのうち，回答の記入状況と，療育
手帳所持者数の回答内容から主たる入居者が
知的障害者ではないと判断したところを除
き，有効回答数は51（有効回答率16.5％）と
なった。有効回答数の状況から，今回は結果
を単純集計およびクロス集計するにとどめた。
アンケートは事業所単位で，2024年 2 月 1
日時点の回答を求めた。回答者の職位（複数
回答）は「管理者」30名，「サービス管理責
任者」24名，「生活支援員」 9名，「世話人」
8名，「その他」 6名，無回答 1名であった。
運営主体は多い順に「営利法人」18か所，「社
会福祉法人（社会福祉協議会以外）」16か所，
「NPO法人」13か所，「社団・財団法人」 3か
所，「社会福祉協議会」 1か所であった。開
設年は無効回答 2件を除き，「1996～1999年」
が 3か所，「2000～2005年」が 4か所，「2006
～2010年」が 5 か所，「2011～2015年」が 6
か所，「2016～2020年」が17か所，「2021年以
降」が14か所と，比較的新しい，あるいは開
設して間もない事業所が多かった。事業所の
定員規模 3 ）は「 1～ 4 名」 1か所，「 5～ 9
名」16か所，「10～19名」17か所，「20～29名」
13か所，「30～39名」 2か所，「40名以上」 2

か所で，事業所定員が20名以下のところが半
数以上であった。

2 ．グループホームの運営状況
⑴　運営体制
①共同生活住居（ホーム）の状況
まず各事業所が所有する住居 4 ）について，

共同生活住居（以下，ホーム）は合計163か
所，サテライト住居は合計 9か所で，約 7割
の事業所が複数のホームを所有していた。な
おサテライト住居での生活は一人暮らしに近
いものになり，共同生活としての要素は少な
いことから，本研究ではサテライト住居を除
いて検討していく。
類型別では「介護サービス包括型」が124
か所と圧倒的に多く，「外部サービス利用型」
は25か所，創設されてからあまり年数が経っ
ていない「日中サービス支援型」は 2か所で
あった。建物構造は「一戸建て」96か所，「ア
パートやマンションなどの集合住宅」41か所，
「その他」12か所であった 5 ）。アパートやマ
ンションなどの集合住宅は，たとえば 4 LDK
一戸を 1ユニット・ 1ホームとして複数名が
各自の居室と共用スペースを持って生活する
場合もあれば，集合住宅の 1号室から 3号室
までに 1名ずつ入居して 4号室を食堂や交流
室などの共用スペースにするといった，いわ
ゆるワンルーム型のホームもある。今回の調
査では各自の居室に台所・浴室・トイレ等を
備えているホームが22か所あった。
共同生活を前提としたグループホームであ
るが，建物構造やホームのあり方によって何
をどこまで共有するかや，他の入居者と日常
的に交流する機会がどのくらいあるかが異
なってくる。さまざまなタイプがあることで
個人のニーズに応じて選択できる利点はある
が，制度上のサービス類型の差異だけでな
く，物理的な居住環境の特性に応じた支援が
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提供される必要もあるということである。
また「男性専用ホーム」60か所，「女性専
用ホーム」47か所，「男女共用ホーム」33か
所（無効回答 3件を除く）と，ホームの対象
を性別で定めているところが多かった。
②職員配置の状況
次に職員の配置状況は，表 1のような結果
になった。
生活支援員や世話人を中心に非常勤職員が
多く，専従者の合計409名に対して兼務者の
合計が417名とあまり差がない状況である。
また夜間支援従事者を配置しているところが
37か所・計250名，看護職員を配置している
ところが12か所・計25名であった。
職員の保有資格等（複数回答）の状況とし
ては，「社会福祉士」38名，「精神保健福祉士」
19名，「介護福祉士」125名，「介護支援専門
員（ケアマネジャー）」16名，「看護師・保健
師」26名，「介護職員初任者研修・ホームヘ
ルパー 1級・ 2級」154名，「強度行動障害支
援者養成研修」修了者105名，「その他」 8名
で，これらの資格保有者が全くいない事業所
は 5か所のみであった。介護サービス包括型
事業所が多いこともあり，介護福祉士や介護
職員初任者研修等，ケアに関する専門性を
持った職員が多いことが分かる。
⑵　入居者の状況
入居者 7 ）については男性専用ホームが多

いこともあってか，男性368人，女性223人
（無効回答 1件を除く）と差が見られた。年
齢層は40代～50代が多いが，居住期間は「 1

年～ 3年未満」が最も多い（表 2）。居住期
間が短いのには2021年以降開設の事業所が一
定数あることが考えられる。また，あるグ
ループホームから別のグループホームに転居
するケースもあり，現在のグループホームで
の居住期間が短くとも，グループホームとい

表１　職員配置の状況（常勤・非常勤別および専従・兼務別）6 ） （単位：人）

管理者 サービス管理責任者 生活支援員 世話人
合計

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務
常勤 12.5 30 6.5 32 54 52 70 48 305
非常勤 2 7 6 7 132 86 126 155 521
合計 14.5 37 12.5 39 186 138 196 203

※兼務の場合は各職種で 1名ずつとした。

表２ 　入居者の年齢層・グループホーム居住期間・
障害支援区分認定（N=648）

項目 カテゴリー 人数（人） 割合（％）

年齢

10代 10 1.5
20代 71 11.0
30代 110 17.0
40代 164 25.3
50代 200 30.9
60～64歳 52 8.0
65～74歳 33 5.1
75歳以上 8 1.2

グループ
ホームの
居住期間

1年未満 81 12.5
1 年～ 3年未満 162 25.0
3 年～ 5年未満 116 17.9
5 年～10年未満 118 18.2
10年～15年未満 93 14.4

15年～20年未満 37 5.7
20年以上 41 6.3

障害支援
区分

区分 1 5 0.8
区分 2 89 13.7
区分 3 163 25.2
区分 4 176 27.2
区分 5 106 16.4
区分 6 108 16.7
区分なし 1 0.2

※ 小数点第二位を四捨五入しているため，合計が100％
にならない場合がある。
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う場での居住経験自体は長い場合も考えられ
る。しかし40代や50代が多い中で居住期間が
5年未満の人が半数を超えていることは，親
の高齢化により「親なき後」の生活がより現
実味を帯びてくる時期に，グループホーム入
居が選択されている可能性もある。
また入居者の障害支援区分の認定状況とし
ては，「区分 4」（176名・27％）と「区分 3」
（163名・25％）が多い。
また発達障害がある入居者が「いる」ホー
ムは23か所・78名（無回答 5件を除く），強
度行動障害がある入居者が「いる」ホームも
23か所・69名（無回答 1件を除く）であった。
強度行動障害は自分自身や他者に何らかの危
害がおよぶような行動が現れやすく，ともす
れば他者との共同生活が困難になりやすい。
今回の調査結果では入居者全体の約 1割が強
度行動障害がある人であり，知的障害の特性
だけでなく強度行動障害の特性を理解して配
慮や環境調整のできる職員の配置・養成と，
物理的な環境整備も含めたグループホームで
の生活支援の体制づくりが求められるといえ
る。

3 �．グループホームでの共同生活が知的障害
者にもたらすもの
⑴　グループホームでの共同生活の状況
表 3のように，ほとんどのグループホーム

が共同生活を営む上での何らかのルールを定
めている（網掛けの回答数は上位 3つのもの）。
共同生活の場では個人の占有物・空間と共
用物・空間が混在しており，「個人の所有物
の管理方法」や「入居者間の居室の行き来の
ルール」など個人のプライベートを尊重する
ためのルールと，共用の空間をいかにお互い
気持ちよく過ごすことができるかに関する
ルールに重点が置かれている傾向がうかがえ
る。また「食事の開始時間」が定められてい
ることはホームの運営面の事情もあるだろう
が，孤食を防いで入居者同士が交流を持つ機
会になり，生活リズムの形成につながってい
ると考えられる。また「その他」では飲酒（ 3
か所）や喫煙（ 3か所）ルールへの言及も複
数あった。
一方で入居者の基本的な過ごし方はという
と，「一部の入居者がほぼ共用スペースで，
大半の入居者がほぼ自室で過ごしている」が
21か所と最多で，「全員がほぼ自室で過ごし
ている」と「一部の入居者がほぼ自室で，大
半の入居者がほぼ共用スペースで過ごしてい
る」が11か所ずつ，「全員がほぼ共用スペー
スで過ごしている」 1か所，「その他」 7か
所であった。共同生活の場ではあるが，実際
には多くの入居者が基本的には自室で過ごし
ているということは，個人の自室でも十分に
時間を過ごすことができる環境があるともい

表３　共同生活を営む上で定めているルール・決めごと（複数回答）（N＝51）

カテゴリー 回答数 カテゴリー 回答数
家事の役割分担 14 共用備品の使用方法 21
門限（帰宅時間） 27 共用備品の使用時間 16

食事の開始時間 31 共用スペース（リビング，台所，浴室，
トイレ等）の使用方法 33

個人の所有物の管理方法 29 共用スペース（リビング，台所，浴室等）
の使用時間 29

居室の使用方法 25 その他 14
入居者間の居室の行き来のルール 30 特にルールは定めていない 4
入居者間の貸し借りの禁止 22
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える 8 ）。しかし「その他」で，2020年から流
行した新型コロナウイルスへの対策としての
接触回避により，自室での生活が定着してし
まっているとの回答もあることから，グルー
プホームが有する入居者同士の交流や豊かな
人間関係の形成といった機能が変質している
可能性も考えられる。
⑵　共同生活の意義
グループホーム職員からみて，共同生活に
よって入居者に身についた・伸びたと思われ
る力（複数回答）として最も多いものは「身
の回りのことを自分で行う力」（30か所）で，
次いで「自分の意思を伝える力」（29か所），
「協調性」（28か所）であった（表 4）（網掛
けの回答数は上位 3つのもの）。
特に「自分の意思を伝える力」や「協調性」
は他者との関わりが根底にあり，グループ
ホームにおいて他の入居者と直接関わったり，
他の入居者の行動から間接的に刺激を受けた
りする機会があることが，グループホームで
暮らす知的障害者のエンパワメントにつな
がっていると捉えられていることがうかがえ
る。
ところで，「誰かとともに暮らす」という
点では，家族との同居や入所施設での暮らし
も同様である。しかし家族関係はその他の人
間関係とは異なる特質を帯びやすい。鍛治智
子は親元を離れてグループホームに入居した

知的障害者が，グループホームでの人間関係
や生活の仕方と，実家での人間関係や生活の
仕方との違いを認識し，グループホームと実
家とで異なる振る舞いをしていること，また
それを知的障害者自身が自覚していることを
明らかにしている（鍛治2024）。岡部茜が「家
族関係にない他者との生活は，家族内の役割
から離れることでもあり，新たな他者との関
係をつむぎなおす機会となる」（岡部2020：
54）というように，グループホームが家族と
は異なる立場の人々との共同生活であるから
こそ生まれる作用がある。また入所施設と比
較した際に，宮本（2018）がグループホーム
を〈集合生活〉，入所施設を〈集団生活〉と
捉え，入所施設はグループホームと比較して
一人でいることの意味の出発点が異なると指
摘しているように，やはり「誰かとともに暮
らす」ことの質的な違いがある。
またグループホームは「家庭的な雰囲気で
生活できる」（40か所），「寂しくない」（36か
所），「お互い気にかけ合える」（25か所）と
いう点で入居者の生活の質の向上につながっ
ていると職員から捉えられている 9 ）。
もともとグループホームは，入所施設に対
して，小規模で家庭的な雰囲気で生活できる
場とされてきており，職員にもその利点が実
感されている。また他者と生活することが苦
手な人もいれば，誰かと一緒に暮らしたいと

表４　共同生活によって入居者に身についた・伸びたと思われる力（複数回答）（N＝49）

カテゴリー 回答数 カテゴリー 回答数
社会性 20 他者への気遣い 22
協調性 28 他者の意見を聞く力 8
自主性 19 リーダーシップ 5
自律性 11 忍耐力 9
自分の意思を伝える力 29 その他 6
身の回りのことを自分で行う力 30 わからない 4
家事などの日常生活力 16 特にない 1
※無回答 1件および無効回答 1件を除く
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いうニーズを持つ人もいるのであり，グルー
プホームは後者のニーズに応える側面がある。
⑶　共同生活上の困難
しかしはじめに言及したように，共同生活
の意義がある反面，共同生活ゆえの困難もあ
る。表 5は共同生活で生じやすい入居者間の
トラブル（網掛けの回答数は上位 3つのもの）
であるが，コミュニケーション・意思疎通に
関することや，こだわり行動など，知的障害
の特性や，発達障害や強度行動障害の特性に
かかわるものが多い。また共用スペース・共
用備品の使用に関するルールを定めていると
ころも一定数あったが，それが影響してか，
空間や備品の使用よりも生活音がトラブルに
つながりやすいことが分かる。
これらのトラブルが深刻化して入居者間の
人間関係が悪化したり，一人ひとりの安定し
た生活に支障が生じるような状況になると，
そのグループホームでの生活が困難になって
退去となることは十分考えられる。したがっ
てトラブルが起きた際の対応はもちろん，入
居者同士が日頃から関わりを持ち関係をつ
くっておくことや，トラブルを事前に回避す
るような環境調整を行うことが必要になる。

4 ．知的障害者の共同生活の支援
⑴ 　一人ひとりの意思決定を支援し，人間
関係を支える
グループホームの職員は入居者同士の円滑
な人間関係のために，イベント・行事をはじ
め入居者同士が関わる機会をつくっており，
トラブルが生じた場合はその仲裁を行ってい
る（図 1）。そして入居者が「自分の気持ち・
意思を伝えるための支援」と「職員による意
思の代弁」という，意思決定支援の重要性が
うかがえる。
しかし表 6（網掛けの回答数は上位 3つの
もの）のように，トラブルの仲裁は，職員が
特に支援上の困難を抱えていることの 1つで
もある。
また今回，職員の人数よりも，職員の専門

性に課題があるという結果となった。これは，
グループホームにおける生活支援は非常勤職
員によって担われている面が大きいことが一
因であるだろう。また本調査結果からは，ほ
とんどの事業所に専門資格を持つ職員が勤務
しているが，社会福祉士や精神保健福祉士な
どソーシャルワーク専門職の資格保有者は多
くないなど偏りがあることが，何らか影響し
ている可能性がある。
意思決定支援は知的障害者がグループホー
ムで生活するにあたっての重要な要素であ

表５　共同生活で生じやすい入居者間のトラブル（複数回答）（N＝51）

カテゴリー 回答数 カテゴリー 回答数

コミュニケーション・意思疎通に関する
トラブル 32 家事などの役割分担に関するトラブル 3

こだわり行動によるトラブル 47 共用スペースや共用備品の使用に関する
トラブル 18

入居者間での他害行為 14 他の入居者の生活音への苦情 35

年齢のギャップによるトラブル 2 共同生活上のルールの違反 18

性に関するトラブル 8 その他 4

他の入居者の居室への侵入 24 特にない 1

個人の金品等の紛失・破損・盗難 14



金城学院大学論集　社会科学編　第21巻第 1号

― 94 ―

2024年 9 月

0 5 10 15 20 25 30 35 40

特にない

その他

職員による意思の代弁

自分の気持ち・意見を伝えるための支援

入居者同士のトラブルの仲裁

入居者同士が鉢合わせないための調整

部屋割りの調整（部屋の変更を含む）

入居者同士が交流できるイベント・行事

入居者同士の定期的なミーティング

入居者同士が日常で関われるような機会づくり

※無回答 1件，無効回答 1件を除く。

図１　入居者同士の円滑な人間関係のために実施していること（複数回答）（N＝49）

表６　共同生活を支えるにあたり実感している困難（特に当てはまるもの３つまで）（Ｎ＝47）

カテゴリー 回答数 カテゴリー 回答数
入居者同士のコミュニケーションの支援 19 プライバシーの保護 5
入居者同士のトラブルの仲裁 22 年齢差に関する配慮・対応 2
共同生活上のルールづくり 9 性に関する配慮・対応 3
自傷・他害行為がある入居者への対応 11 共用スペースや備品の管理 3
入居者に対応する職員の人数の少なさ 6 家族への対応 11
障害特性の理解など，職員の専門性の課
題 28 その他 1

個人の生活時間の違いへの対応 3 特にない 2
※無効回答 4件を除く 

表７ 　知的障害のある人がグループホームで共同生活を行う上で重要だと思うこと（特に当てはまるもの３つま
で）（N＝47）

カテゴリー 回答数 カテゴリー 回答数
生活上のルール 18 入居者数にできるだけ近い職員配置 2
家事の役割分担 1 職員の専門性 15
入居者同士の交流 4 家族からの支援 4
入居者間での生活上の手助け 3 他の事業所・機関からの支援 2
1 人で過ごせる時間や空間 20 地域住民からの支援 1
プライバシーの保護 3 防災・防犯 6
身辺の自立 9 感染症対策 4
他者との協調性 11 その他 3
自分の意思を伝える力 10 特にない 0
意思決定の支援 23
※無回答 1件，無効回答 3件を除く 
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り，その支援を実践できる専門性を持った職
員の確保・養成が求められている（表 7）（網
掛けの回答数は上位 3つのもの）。
しかしその意思決定支援に職員が大きな困
難を感じていることが，「こだわりの強い入
居者と他の入居者がお互い心地良く生活する
にはどうしたら良いのか？」「なぜそのよう
な感情になるか，どのような思考を一緒にす
べきか考えるのは難しい支援」「入居者，職
員ともに多様な価値観があり，支援の方向性
の統一に困難を感じる」「本当に自分のして
いる支援が利用者様の為になっているのか，
“支援”なのか悩むことがある」「知的障害の
特性を支援員（世話人）に上手く伝える方法
を模索しています」などの自由記述から分か
る。
グループホームはその規模や支援内容，運
営体制から「一人職場」になりやすく，職員
が孤立しやすい。そうした状況化で職員の専
門性を高めていくことは，事業所内，法人内
での勉強会や研修の機会を設けることも重要
だが，各事業所の努力の問題だけにするので
はなく，より構造的な課題を把握して体制を
整備することも必要である。グループホーム
が「人間の尊厳を守る居住支援であるために
は，生活主体の居住の場は住居内だけを意味
するものでないことを確認したうえで，障害
福祉サービスの全体が制限や制約を減らし，
当事者が社会関係をつくり育てられる制度に
変わっていく必要がある」（在原2022：130）
ように，グループホームを含め現行の障害福
祉サービスの人員配置基準や加算体制，サー
ビス利用のあり方など，障害福祉サービスの
課題として一体的に取り組まれることが必要
だろう10）。
また共同生活の場においては，個人に対す
る意思決定の支援と，入居者同士の人間関係
形成の支援が同時に行われていくことが重要

である。柏木希宇・松田英子は知的障害者ケ
アホーム（当時）における参与観察から，利
用者とスタッフの関わりに比べて利用者同士
の関わりが非常に少ないことをケアホームの
特徴の一つとして挙げ，その理由には普段通
りの生活を送ることを重視して，何かを主張
したいときは他の入居者より影響力の高いス
タッフに主張するという対処方略ができあ
がっていることが考えられるという（柏木・
松田2016：48）。職員は入居者の生活環境を
整え調整する役割を持ち，入居者同士のトラ
ブルの仲介も行うが，入居者同士が，ともに
暮らしている相手は誰で，お互いにこの生活
空間を作り上げる主体であることを実感でき
るような働きかけも必要であるだろう。
⑵　個別性を尊重しながらの共同生活
さらに今回のアンケートでは「生活上の
ルール」と「 1人で過ごせる時間や空間」の
どちらもが，グループホームでの生活で重要
なことの上位 3つに入った。この 2つは個別
の入居者への直接的な関わりというより，共
同生活の場全体の運営，環境調整に関するこ
とである。先に，グループホームでの生活の
意義として「身の回りのことを自分で行う
力」が身につくことを見たが，しかしそれは
共同生活を営む上での重要事項としてはそれ
ほど上位ではなく，むしろ職員は知的障害者
（入居者）自身の能力面ではなく，環境面を
重視していることがうかがえる。ある職員は
「制度，社会基盤の不備によって強性（ママ）
された『共同性』は，GH（筆者注：グルー
プホーム）入居者の（ママ）強いて負わせる
モノでは無い」もので，「入居者本人の能力
や成長に依拠する『共同性』は明確に否定す
べき」という（アンケート自由記述より）。
つまり，現在も含めこれまで多様にグルー
プホームの機能や役割が議論され，サービス
類型が創設されてきたが，その前提である
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「共同生活」そのものの意味を問い直す必要
がある。障害者グループホームはその数を増
やしてきているが，特に近年は障害福祉サー
ビスの実績や経験があまりない事業者の参入
が多く，支援の質の低下が懸念される（厚生
労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
課2022：3 ）。さらに実質的にはグループホー
ム以外の居住の場を選択しづらい状況がある
とすれば，よりいっそう，支援の質の確保の
議論と合わせて，なぜ共同生活なのか，当事
者（入居者）にとって共同生活を送ることの
意味は何かなどの議論が重ねられる必要があ
る。

Ⅴ．まとめと今後の課題
本研究では知的障害者の居住の場として，
共同生活を前提としたグループホームに着目
し，共同で暮らすという点からグループホー
ムの意義や支援上の課題を明らかにした。冒
頭で触れたように知的障害者の居住の場や同
居者は，実際にはあまり選択肢がなく，固定
化されている現状である。もちろん，グルー
プホームにおける共同生活は一概に否定され
るものではない。一人で暮らしたい人，家族
と暮らしたい人，血縁関係にこだわらず他者
と関わり合いながら暮らしたい人など，その
意向はさまざまであるし，シェアハウスや高
齢者のグループリビングなどのように積極的
に他者との共同生活を選択する場合もある。
問題は，グループホームへの入居が既定路
線となりその他の選択ができないような状況
や，共同生活を「当たり前」にしてしまうこ
とである。「『どこで誰と生活するか』は，
サービスを利用しながら地域で生活している
知的障がい者の生活に対する満足度に関わっ
ている」（横山智美・松永公隆2017：166）か
らこそ，知的障害者が他者とともに暮らすこ
とそのものの意味や，一人ひとりへの個別支

援とともに，共同生活という暮らし方および
その場を支えるための実践の視点や技術・方
法の検討がさらに進められることが，今後の
知的障害者の居住の場の支援において求めら
れる。
なお本研究では，特定の性別の人を対象と
したホームについての議論を深めることはで
きなかった。旧優生保護法（1948年～1996年）
による強制不妊手術に象徴されるように，知
的障害者は恋愛・結婚・子育ての機会から排
除されやすい。また知的障害者の性的指向や
性自認も決して一様ではないことは，まだま
だ目が向けられていない。知的障害者のグ
ループホーム，共同生活のあり方に関して，
性に関する支援体制をどのように整備してい
くかが，本研究に残された課題である。

注
1 ）外務省（2014）「障害者の権利に関する条約」

h t t p s : / / w w w. m o f a . g o . j p / m o f a j / f p / h r _ h a /
page22_000899.html（2024/5/14閲覧）を確認した。
2）古屋・志賀・信原ら（2018）の調査は知的障
害者に限ったものではないが，グループホーム
入居者の 7割以上が療育手帳所持者であったこ
とから，知的障害者のグループホーム退去の理
由として少なくないと考えられる。
3） 1つの共同生活事業所が複数の共同生活住居
（ホーム）を有している場合もあるため，事業
所単位での定員は多くなることがある。
4）住居については，所有する住居数と類型別の
住居数および建物構造別の住居数の回答内容に
齟齬があるものを除外した49件を母数とした。
5）グループホームは 1つの建物内に複数のホー
ムがある場合もあるため，ホーム数と建物数の
合計は必ずしも一致しない。
6）職員数と業務内容の内訳の回答内容に齟齬が
あるものや，回答が不足しているものを除外し
た42件を母数とした。
7）入居者に関する複数の質問項目の回答内容
（入居者数）に齟齬があるものを除外した46件
を母数とした。
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8 ）たとえばテレビが共用スペースにしかない場
合，テレビを視聴するには共用スペースで過ご
すなど，自室の環境がグループホーム内での過
ごし方に及ぼす影響は少なくないといえるだろ
う。
9）「共同生活が入居者の生活の質の向上につな
がっていると思うこと」（複数回答）の回答上
位 3つである（無回答 1件，無効回答 2件を除
く）。
10）アンケートの自由記述でも，知的障害者の通
院に同行できるヘルパーの不足によりグループ
ホームの職員がつききりで支援が必要であるの
に対し，そういった支援に加算がなく厳しい現
状があることが寄せられている。
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